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文化財課における不適正事務処理について（中間まとめ） 

 

１ 調査の概要 

  文化財課における不適正事務処理について、平成 19 年８月から調査を開始し、11 月初めに

局内に調査チームを発足させ取り組んできました。11月下旬には外部委員として３人の有識者

（栗田誠之弁護士、伊東克宏弁護士、齋藤毅憲横浜市立大学教授）を招き、担当者への事情聴

取のほか、当時の上司や関係者のヒアリング結果を踏まえ、２回の合同会議等を通じて助言・

指導を受けながら事実の解明に努めてきました。 

これらによって判明した点等について、中間まとめとして報告します。 

 

(1) 刊行物について 

  ア 平成６年度から平成14年度までの間に13件の未発行印刷物がありました。（資料１） 

イ これは、前回報告のとおり、当時、文化財関係資料については、過年度出版が恒常化し

ており、原稿完成を待って印刷発行をさせていた経緯があり、その結果、現在も印刷業者

に預け金の形になっているものです。（支出済金額：15,473,500円（１件は調査中）） 

ウ 今回の調査により、原稿の所在が明らかになったものもあり、また、専門家に意見を求

めたところ、今後の方針として、基本的に発行するべきとの見解を得ており、印刷業者と

の契約関係を整理した上で、発行方針に沿った対応をとることとします。 

 

(2) 調査団等による調査について 

  ア 団長に就任した覚えがない者がいたり、調査団口座からの支出が行われていないことか

ら、調査団の一部で、調査が行われていないおそれがありました。（資料２） 

  イ 今回の調査及び当該担当職員から提出された資料等により、調査行為は行われているも

のの、調査団口座からの経費支出のみが行われていない可能性が出てきました。 

  ウ 今後、当該担当職員から提出された調査に関する資料をもとに、さらに調査を進めてい

く方針です。 

   

(3) 調査団口座の残金について 

ア 各調査団口座の出納状況を確認した結果、残金がありました。 

 （残金の状況：９調査団、11口座、合計12,493,795円  資料２） 

イ 当初、各歴史資料調査団への調査委託に当たっては、文化財課が事務局となって経理事

務を行い、調査団解散時に残金があれば市に戻入する「公金外現金」方式をとっていたと

考えられていました 

ウ 今回の調査で、実際は「公金外現金」方式ではなく、通常の支払い方式である、事業実

績に基づく「一括後払い」方式で調査団に支出していたことが判明しました。 
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エ この方式であれば、調査団との委託契約を締結し、調査事業の完了に応じて委託費用を

支払うべきところですが、文化財調査は単年度で終わらないことが多いため、調査が不完

全でも委託料を調査団口座へ支出した後に、事業年度を越えて、当該担当者がその資金を

独自に管理し、引き続き行った調査に係る費用を口座から出金していたものでした。 

   （出金状況：６団体８口座延べ16回、合計3,115,371円  前回報告では250万円超程度） 

  オ また、口座に残金があったのは、当該担当職員や関係者の調査費用の立て替え等により、

調査にかかる費用を口座から出金していなかった可能性があげられます。 

  カ これについても、当該担当職員からの提出資料（決裁文書の写し、領収書・振込み書の

写しなど）に調査費用に関するものがありますので、さらに調査を進めてまいります。 

キ その中で、調査に係るもの以外の使途不明金等があった場合は、法的措置も検討してま

いります。 

 

 

２ 今回の事件関係者について 

 

今回の事件については、当時の文化財課の組織風土、責任職と職員との間並びに責任職相互

のコミュニケーション不足、さらに、当該担当職員が組合役員として当時の局内「事務職員配

置換要綱」の配置換除外者として長年にわたり同課に在職していたことなど、様々な原因が考

えられますが、本来のルールを逸脱した当該担当者はもとより、長年にわたり、業務に関する

マネジメントやチェックを怠った当時の関係責任職の責任は重いと考えています。 

（当該担当者と文化財課在職期間が重なっている運営責任職：課長10人、係長６人） 

今後、調査を進めるとともに、関係者には厳重な処分を検討してまいります。 

 

 

３ 再発防止について 

 

  今回のような不適正事務処理を二度と起こさず、市民からの信頼を取り戻せるよう、再発防

止に全力を尽くしてまいります。 

 

現段階までの調査で明らかになった事柄を踏まえ、 

 

(1) 職員のより一層の意識改革の推進と風通しのよい組織風土の醸成 

 

(2) 事務執行体制及びチェック体制の見直し・強化 

 

など、調査報告書に記載の具体的再発防止策に取り組んでまいります。 



資料１

番
号

年度 種別 印刷発行物名 金額（円） 印刷業者 発行の考え方

1 14 建造物調査報告書
横浜市指定文化財「旧柳下家住
宅」保存改修工事報告書

1,218,000 Ａ業者 直ちに印刷に取り掛かる。

2 14 建造物調査報告書
歴史的建造物「ベーリックホール」
保存改修工事報告書

1,806,000 Ｂ業者 直ちに印刷に取り掛かる。

3 12 建造物調査報告書 横浜市近代和風建築調査報告書 1,837,500 Ｃ業者 現有原稿を整理して発行へ

4 11 横浜市文化財調査報告書 第３２輯　横浜の山車調査報告書 955,500 Ｄ業者 校正作業の再開に取り掛かる。

5 10 横浜市文化財調査報告書 横浜の仏像ー久良岐郡ー 1,449,000 Ａ業者 現有原稿を整理して発行へ

6 9 横浜市文化財調査報告書 第３０輯　三会寺資料調査報告書 824,250 Ｅ業者 現有原稿を整理して発行へ

7 9 横浜の文化財
横浜市文化財総合調査概報（十
四）

813,750 Ｆ業者 校正作業の再開に取り掛かる。

8 9 横浜市文化財調査報告書 第２４輯の４　寶生寺典籍（その４） 761,250 Ｅ業者 現有原稿を整理して発行へ

9 8 横浜市文化財調査報告書 第２４輯の３　寶生寺典籍（その３） 999,100 Ｅ業者 現有原稿を整理して発行へ

10 9 横浜市文化財調査報告書
第２５輯の５　寶生寺近世文書
　　　　　　　　　　　　　　（その５）

761,250 Ｅ業者 状況を再確認する。

11 6 横浜市文化財調査報告書
第１７輯の２　港北区石造建造物報
告書

調査中 Ｅ業者 校正作業の再開に取り掛かる。

12 6 横浜の民家 1,730,400 Ｈ業者 現有原稿を整理して発行へ

13 6
市指定文化財解説冊子（東輝庵諸
師資料）

2,317,500 Ｇ業者 業者倒産



資料２

（単位：円）
整理番号 状況 事業年度後出金額 最終残高

◎ 1 経費執行無し 2,329,661

2 経費執行済み 26,205

3 経費執行済み 633,302

◎ 4 事業年度と出金年度が大きく異なる 451,416 6,102,927

◎ 5 事業年度と出金年度が大きく異なる 437,510 918,496

◎ 6 団長名義人が団長就任を否定 1,081,260 2,196,881

7 平成17年の職員異動後に解約 187,018 0

8 平成17年の職員異動後に解約 71,583 0

9 平成17年の職員異動後に解約 884,139 0

10 平成16年１月解約 2,276 0

11 平成16年３月解約 169 0

◎ 12 非調査団と判明 52,576

13 団体管理移行済み 233,747

3,115,371 12,493,795

※　◎は平成19年11月現在で調査未実施のおそれがあるとしたもの

横浜市民俗芸能保存団体連絡協議会(会計担当名義)

横浜真葛焼調査団（平成８年度）

横浜の神楽面調査団（平成４・５年度）

佐藤美子氏資料調査団（平成４年度）

宮元囃子連

横浜市文化財総合調査会（その１　昭和６１年度から）

横浜市文化財総合調査会（その２　平成元年度限り）

横浜市文化財総合調査会（その３　平成４年度限り）

団体名

横浜市民俗芸能保存団体連絡協議会(昭和５４年度から)

井上良斎「墨田焼」調査団（平成３年度）

東海道学術調査団（平成２年度）

横浜真葛焼調査会（平成元年度から７年度）

古月下歴史資料調査団（平成２年度）
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